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一　

問
題
の
所
在

　

国
際
刑
法
上
の
「
上
官
責
任
」（superior responsibility

）
と
は
、
軍
の
指
揮
官
や
政
府
指
導
者
等
の
「
上
官
」
が
、
部
下
に
よ
る
中
核

犯
罪
の
発
生
を
知
り
又
は
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
防
止
し
又
は
処
罰
す
る
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ

た
場
合
に
、
当
該
犯
罪
と
の
関
係
で
刑
事
責
任
を
負
う
と
す
る
、
不
作
為
に
よ
る
帰
責
形
態
を
い
う
。
同
概
念
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事

裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
お
よ
び
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）（
以
下
、
両
裁
判
所
を
「
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
」
と
呼
ぶ
）、
そ
し
て

国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
規
程
等
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

通
常
、
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
そ
の
犯
罪
に
一
定
の
形
態
で
「
関
与
」
し
た
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
上
記
の
各
国
際
刑
事
法
廷
の
規
程
上
も
、
犯
罪
の
関
与
形
態

―
犯
罪
の
実
行
、
命
令
、
教
唆
、
幇
助（
1
）等

―
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
形
で
犯
罪
に
関
与
し
て
い
な
い
限
り
、
刑
事
責
任
は
生
じ
な
い
。
こ
れ
ら
の
関
与
形
態
の
下
で
は
、
原
則

と
し
て
、
犯
罪
の
結
果
発
生
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
と
、
犯
罪
に
因
果
的
に
寄
与
し
た
こ
と
が
求
め
ら
れ（
2
）る。

　

他
方
、
上
官
責
任
の
下
で
は
、
上
官
が
犯
罪
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
又
は
犯
罪
実
行
者
の
処
罰
を
事
後
的
に
怠
っ
た
場
合

―

い
わ
ば
犯
罪
に
「
関
与
」
し
た
と
は
い
え
な
い
場
合

―
で
あ
っ
て
も
、
刑
事
責
任
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
前
述

の
各
関
与
形
態
よ
り
も
帰
責
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
上
官
」
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
者
は
、
各
関
与
形
態
に
加
え

て
、
上
官
責
任
の
下
で
も
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
う
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
地
位
を
有
さ
な
い
者
と
比
べ
て
広
い
責
任
を
問
わ
れ

う
る
。
し
か
し
、
上
官
責
任
の
主
体
は
あ
く
ま
で
「
上
官
」
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
犯
罪
に
関
与
し
た
範
囲
内
で
の
み
責
任
を
問
わ
れ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
上
官
責
任
を
も
含
む
広
い
責
任
を
問
わ
れ
る
の
か
を
画
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
「
上
官
に
あ
た
る
か
否
か
」
の

検
討
が
重
要
と
な
る
。
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ま
た
、
上
官
責
任
の
下
で
、
上
官
は
、
犯
罪
を
防
止
・
処
罰
す
る
た
め
の
「
措
置
を
と
ら
な
い
」
と
い
う
不
作
為
に
基
づ
き
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、「
上
官
に
あ
た
る
か
否
か
」
の
検
討
は
い
っ
そ
う
重
要
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
不
作
為
者
が
作
為
義
務
を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ（
3
）れ、
上
官
責
任
に
お
け
る
上
官
と
し
て
の
地
位
は
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
に
対
抗

措
置
を
と
る
べ
き
義
務
を
根
拠
づ
け
る
、
保
証
人
的
地
位
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
上
官
」
に
あ
た
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者

が
犯
罪
実
行
者
に
対
し
て
「
実
質
的
管
理
」（effective control

）
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
犯
罪
を
防
止

し
お
よ
び
処
罰
す
る
現
実
の
能
力
」
と
定
義
さ
れ（
4
）る。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
基
準
を
め
ぐ
っ
て
は
、
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
点
が
存
在

す
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
実
質
的
管
理
が
上
官
の
作
為
義
務
を
基
礎
づ
け
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
犯
罪
の
防
止
・
処
罰
能
力
」
を
有
す
る
者
が
「
上
官
」
と
な
り
、「
防
止
・
処
罰
義
務
」
を
負
う
、
と
の
関
係
が
存
す
る

か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、「
作
為
能
力
を
有
す
る
者
が
作
為
義
務
を
負
う
」
と
い
う
発
想
は
妥
当
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

行
き
倒
れ
の
人
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
通
行
人
は
そ
の
人
を
救
助
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
救
助
義
務
を

肯
定
す
れ
ば
、
犯
罪
成
立
の
範
囲
が
過
度
に
拡
大
し
て
し
ま（
5
）う。
現
に
、
学
説
上
、
防
止
・
処
罰
能
力
に
着
目
し
て
上
官
・
部
下
関
係
を

判
断
す
る
と
い
う
手
法
に
は
、
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い（
6
）る。

ゆ
え
に
、
実
質
的
管
理
が
上
官
の
作
為
義
務
を
基
礎
づ
け
る
基
準
と
し
て
妥
当

で
あ
る
の
か
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
検
討
に
際
し
て
は
、
前
提
と
し
て
、
実
質
的
管
理
の
内
実
も
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
確
か
に
前
述
の
通
り
、

実
質
的
管
理
は
、
犯
罪
の
防
止
・
処
罰
能
力
と
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
本
当
に
判
例
上
、
同
基
準
が
防
止
・
処
罰
能
力
に
尽
き

る
と
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
考
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
判
例
上
、
同
基
準
が
防
止
・
処
罰
能
力
に
尽
き
る
も
の
で
は

な
く
「
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
」
の
要
素
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
れ
ば
、「
上
官
責
任
の
下
で
は
防
止
・
処
罰
能
力
に
基
づ
き
防
止
・
処
罰
義

務
が
導
か
れ
て
い
る
」
と
の
前
記
批
判
は
、
妥
当
し
な
い
こ
と
と
な
り
う
る
。
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以
上
の
問
題
意
識
の
下
、
本
稿
は
、
上
官
責
任
の
主
体
を
基
礎
づ
け
る
「
実
質
的
管
理
」
の
内
実
を
分
析
し
、
こ
れ
が
上
官
の
作
為
義

務
を
適
切
に
基
礎
づ
け
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
、

実
質
的
管
理
と
い
う
基
準
が
い
か
に
し
て
導
か
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
（
二
章
）。
次
い
で
、
両
法
廷
の
判
例
上
、
実
質
的
管
理
が

い
か
な
る
内
実
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
（
三
章
）。
そ
の
後
、
上
官
の
作
為
義
務
の
根
拠
を
検
討
し
、
こ
れ
が
実
質

的
管
理
の
判
断
枠
組
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
四
章
）。

二 　
「
上
官
・
部
下
関
係
」
要
件
を
基
礎
づ
け
る
基
準
と
し
て
の
「
実
質
的
管
理
」

の
導
出

㈠　

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷

　

ま
ず
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
、
上
官
責
任
の
主
体
を
基
礎
づ
け
る
「
実
質
的
管
理
」
基
準
が
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
て
い
る
か
を
確

認
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
七
条
三
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
上
官
は
、
部
下
が
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
行
為
を
行
お
う
と
し
又
は
行
っ
た
こ
と
を
知
り
又
は
知
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
行
為
を
防
止
す
る
た
め
又
は
当
該
行
為
を
行
っ
た
者
を
処
罰
す
る
た
め
必
要
か
つ
合
理
的
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
行
為
が
部
下
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
そ
の
刑
事
上
の
責
任
を
免
除
さ
れ
な（
7
）い。」

　

上
官
責
任
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者
と
犯
罪
実
行
者
と
の
間
に
「
上
官
・
部
下
関
係
」（superior-subordinate 
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relationship

）が
必
要
と
さ
れ（
8
）る。
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
チ
ェ
レ
ビ
チ
収
容
所
事

件
で
は
、
上
官
が
部
下
に
対
し
て
「
法
的
な
」（de jure

）
指
揮
権
限
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
り
、
第
一
審
裁
判
部
は
以

下
の
検
討
を
経
て
、
上
官
が
「
事
実
上
の
」（de facto

）
権
限
を
有
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
し
た
。

　

ま
ず
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
上
官
責
任
を
初
め
て
明
文
化
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
（
一
九
七
七
年
）
を
参
照
す
る
。

そ
の
八
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
軍
の
指
揮
官
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
等
の
違
反
行
為
を
防
止
す
る
義
務
を
負
う
と
さ
れ
、
同
義
務
は
部
下

の
違
反
行
為
に
限
ら
ず
、「
そ
の
管
理
〔control

〕
の
下
に
あ
る
そ
の
他
の（
9
）者」
の
違
反
行
為
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
議
定
書
の

注
釈
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
言
は
、
占
領
地
等
に
お
い
て
「
文
民
た
る
住
民
が
、
自
身
の
領
域
内
で
戦
争
捕
虜
と
敵
対
し
、
捕
虜
を
虐
待

す
る
と
脅
し
た
場
合
、
た
と
え
当
該
住
民
が
公
的
に
は
指
揮
官
の
権
限
下
に
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
捕
虜
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
軍

の
指
揮
官
は
そ
れ
に
介
入
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
義
務
を
有
す
る
」
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
）
10
（

る
。
つ
ま
り
、
指
揮
官
は
公
的
指
揮
下

の
部
隊
だ
け
で
な
く
、
管
轄
領
域
内
に
あ
る
そ
の
他
の
者
に
よ
る
犯
罪
の
防
止
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。

　

次
に
第
一
審
裁
判
部
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
戦
犯
裁
判
を
参
照
す
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）List et al.

事
件
、（
２
）von 

Leeb et al.

事
件
、（
３
）Pohl et al.

事
件
、（
４
）Roechling et al.

事
件
、（
５
）
豊
田
副
武
事
件
、
東
京
裁
判
の
（
６
）
武
藤
章
お

よ
び
（
７
）
広
田
弘
毅
の
事
案
で
あ
る
。
本
稿
で
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
が
、
第
一
審
裁
判
部
は
以
上
の
裁
判
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
犯
罪

実
行
者
に
対
し
て
公
的
指
揮
権
を
欠
く
事
実
上
の
権
限
保
有
者
で
あ
っ
て
も
上
官
責
任
の
主
体
た
り
え
、
か
つ
、
こ
れ
は
不
作
為
者
が
文

民
で
あ
っ
て
も
妥
当
す
る
こ
と
（
３
、
４
、
７
）
を
確
認
し
）
11
（

た
。

　

他
方
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
上
官
責
任
は
「
部
下
の
行
動
を
管
理
す
る
上
官
の
権
力
を
前
提
と
し
て
」
お
り
、
被
告
人
と
犯
罪
実
行
者

と
の
間
の
「
管
理
の
連
結
が
欠
け
る
又
は
遠
す
ぎ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
他
者
の
行
為
に
つ
き
個
人
に
責
任
を
問
う
こ
と
で
不
正
義

な
結
論
に
至
ら
な
い
よ
う
」
注
意
を
払
う
べ
き
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
上
官
は
、
犯
罪
を
「
防
止
し
お
よ
び
処
罰
す
る
現
実
の
能
力
〔the 

m
aterial ability to prevent and punish...

〕
を
有
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
当
該
違
反
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
実
質
的
管
理
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〔effective control

〕
を
有
す
る
こ
と
が
必
）
12
（
要
」
と
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
実
質
的
管
理
と
い
う
事
実
的
基
準
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
公
的
指
揮
権
限
と
い
う
形
式
的
基
準
を
超

え
て
上
官
責
任
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。
他
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
上
官
の
「
現
実
の
能
力
」
に
着
目
し
て
お
り
、
こ
れ
は
上
官
に
不
可

能
を
強
い
る
と
い
う
「
不
正
義
」
を
排
除
す
る
観
点
か
ら
、
責
任
主
体
の
範
囲
を
限
定
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈡　

Ｉ
Ｃ
Ｃ

　

次
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
の
内
容
を
確
認
す
る
。
本
稿
執
筆
時
点
（
二
〇
一
八
年
二
月
一
三
日
）
で
は
、
上
官
責
任
に
関
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ

の
上
訴
裁
判
部
が
判
断
を
下
し
た
事
案
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
第
一
審
裁
判
部
が
上
官
責
任
に
基
づ
き
有
罪
を
言
渡
し
た
事
案
と
し
て
、

い
わ
ゆ
るBem

ba

事
件
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
同
事
件
第
一
審
裁
判
部
お
よ
び
予
審
裁
判
部
の
判
示
を
参
照
し
つ
つ
、
二
八
条
に
お
け

る
上
官
・
部
下
関
係
要
件
の
構
造
を
概
観
す
る
。
ま
ず
は
、
同
条
の
日
本
語
公
定
訳
を
確
認
す
る
。

「
二
八
条　

指
揮
官
そ
の
他
の
上
官
の
責
任

　

裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
刑
事
責
任
で
あ
っ
て
こ
の
規
程
に
定
め
る
他
の
事
由
に
基
づ
く
も
の
ほ
か
、

（
ａ
）　

軍
の
指
揮
官
又
は
実
質
的
に
軍
の
指
揮
官
と
し
て
行
動
す
る
者
は
、
そ
の
実
質
的
な
指
揮
及
び
管
理
の
下
に
あ
り
、
又
は
状
況
に
応
じ
て
実

質
的
な
権
限
及
び
管
理
の
下
に
あ
る
軍
隊
が
、
自
己
が
当
該
軍
隊
の
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る

犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
⒤
及
び
ⅱ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
有
す
る
。

⒤ 

当
該
指
揮
官
又
は
当
該
者
が
、
当
該
軍
隊
が
犯
罪
を
行
っ
て
お
り
若
し
く
は
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
又
は
そ
の
時
に
お
け
る
状

況
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
。

ⅱ 

当
該
指
揮
官
又
は
当
該
者
が
、
当
該
軍
隊
に
よ
る
犯
罪
の
実
行
を
防
止
し
若
し
く
は
抑
止
し
、
又
は
捜
査
及
び
訴
追
の
た
め
に
事
案
を
権
限
の
あ
る
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当
局
に
付
託
す
る
た
め
、
自
己
の
権
限
の
範
囲
内
で
す
べ
て
の
必
要
か
つ
合
理
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
。

（
ｂ
）　
（
ａ
）
に
規
定
す
る
上
官
と
部
下
と
の
関
係
以
外
の
上
官
と
部
下
と
の
関
係
に
関
し
、
上
官
は
、
そ
の
実
質
的
な
権
限
及
び
管
理
の
下
に
あ
る

部
下
が
、
自
己
が
当
該
部
下
の
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次

の
⒤
か
ら
ⅲ
ま
で
の
す
べ
て
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
有
す
る
。

⒤ 

当
該
上
官
が
、
当
該
部
下
が
犯
罪
を
行
っ
て
お
り
若
し
く
は
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
情

報
を
意
識
的
に
無
視
し
た
こ
と
。

ⅱ 

犯
罪
が
当
該
上
官
の
実
質
的
な
責
任
及
び
管
理
の
範
囲
内
に
あ
る
活
動
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
。

ⅲ 

当
該
上
官
が
、
当
該
部
下
に
よ
る
犯
罪
の
実
行
を
防
止
し
若
し
く
は
抑
止
し
、
又
は
捜
査
及
び
訴
追
の
た
め
に
事
案
を
権
限
の
あ
る
当
局
に
付
託
す

る
た
め
、
自
己
の
権
限
の
範
囲
内
で
す
べ
て
の
必
要
か
つ
合
理
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
。」

　

同
条
（
ａ
）
で
は
「
軍
の
指
揮
官
」
と
「
実
質
的
に
軍
の
指
揮
官
と
し
て
行
動
す
る
者
」
の
二
種
類
の
軍
の
指
揮
官
の
類
型
が
定
め
ら

れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
第
一
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
、
形
式
的
に
又
は
法
的
に
指
揮
官
と
し
て
任
じ
ら
れ
て
い
る
者
を
指
し
、
後
者
は
、

形
式
的
地
位
を
欠
く
も
の
の
、
実
質
的
に
指
揮
官
と
し
て
行
動
す
る
者
を
指
す
と
さ
れ
）
13
（
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、（
ｂ
）
で
は
そ
の
他
の
上

官
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
文
民
の
」
上
官
の
類
型
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
も
、
法
的
指
揮
権
限
の
有

無
を
問
わ
ず
、
ま
た
軍
人
・
文
民
を
問
わ
ず
、
上
官
責
任
の
主
体
と
な
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、（
ａ
）
で
は
、
軍
隊
が
指
揮
官
の
「
実
質
的
な
指
揮
及
び
管
理
」（effective com

m
and and control

）
又
は
「
実
質
的
な
権
限
及

び
管
理
」（effective authority and control

）
の
下
に
あ
る
こ
と
、（
ｂ
）
で
は
、
部
下
が
上
官
の
「
実
質
的
な
権
限
及
び
管
理
」
の
下
に

あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
で
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
は
解
釈
上
導
か
れ
て
い
た
「
実
質
的
な

〔
…
〕
管
理
」
が
、
条
文
上
要
求
さ
れ
て
い
る
。
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他
方
、
同
条
で
は
「
実
質
的
管
理
」
に
、「
指
揮
」（com

m
and

）
お
よ
び
「
権
限
」（authority

）
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
両
文
言
が
何
ら
か
の
差
異
を
も
た
ら
す
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
）
14
（

ず
、
む
し
ろ
、
予
審
裁
判
部
お
よ
び
第
一
審
裁
判
部
に

よ
れ
ば
、
両
文
言
は
「『
管
理
』
の
程
度
又
は
基
準
に
対
し
て
何
ら
実
質
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
」
く
、
管
理
行
使
の
「
形

態
、
態
様
又
は
性
質
を
示
す
」
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
）
15
（
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
八
条
の
下
で
も
、「
実
質
的
管
理
」
こ
そ
が
、
両
文
言
を
包
括

す
る
上
位
概
念
と
し
）
16
（

て
、
上
官
責
任
の
主
体
を
基
礎
づ
け
る
要
件
と
な
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
第
一
審
裁
判
部
お
よ
び
予
審
裁
判
部
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、
二
八
条
に
お
け
る
実
質
的
管
理
概
念

を
、
犯
罪
を
「
防
止
し
若
し
く
は
抑
止
し
、
又
は
事
案
を
権
限
あ
る
当
局
に
付
託
す
る
現
実
の
能
力
」（the m

aterial ability to prevent or 

repress 〔
…
〕 or to subm

it the m
atter 〔

…
）
17
（

〕）
と
定
義
す
る
。
こ
の
点
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
は
「
処
罰
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
る

一
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
「
抑
止
」・「
付
託
」
と
い
う
文
言
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
差
異
は
、
両
法
廷
の
規
程
の
間
で
、
不
作
為
要
件
に
つ

き
異
な
る
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
法
廷
の
間
で
、
実
質
的
管
理
の
内
容
は
本
質
的
に
は
同
一
と
い
え
）
18
（
る
。

　

以
上
の
通
り
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
双
方
で
、
上
官
責
任
の
主
体
と
な
る
た
め
に
は
、
不
作
者
が
犯
罪
実
行
者
に
実
質
的

管
理
を
有
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
防
止
・
処
罰
す
る
現
実
の
能
力
を
指
す
（
以
下
、
単
に
「
防
止
・

処
罰
能
力
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）。
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三　
「
実
質
的
管
理
」
の
内
実

㈠　

実
質
的
管
理
の
有
無
の
判
断
に
あ
た
っ
て
の
考
慮
要
素

1
　
考
慮
要
素
の
具
体
例

　

本
章
で
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
判
例
上
、
実
質
的
管
理
が
ど
の
よ
う
に
認
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
実
質
的
管
理
基
準
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
般
に
、
実
質
的
管
理
の
有
無
は
、「
事
案
と
の
関
係
で
特
定
的
に
答
え
ら

れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、「
実
体
法
と
い
う
よ
り
証
拠
の
問
題
」
と
さ
れ
）
19
（
る
。
つ
ま
り
、
実
質
的
管
理
の
有
無
は
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー

ス
で
、
上
官
の
防
止
・
処
罰
能
力
を
示
し
う
る
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
決
せ
ら
れ
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
第
一
審
裁
判
部
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
を
ま
と
め
つ
つ
、
軍
の
指
揮
官
に
つ
き
実
質
的
管
理
を
肯
定
す
る
方
向
で
考

慮
さ
れ
る
事
情
を
次
の
よ
う
に
列
挙
す
る
。「
①
軍
事
的
構
造
内
部
に
お
け
る
指
揮
官
の
公
的
地
位
お
よ
び
そ
の
者
が
遂
行
し
た
実
際
の

職
務
、
②
自
己
の
直
接
の
指
揮
下
に
あ
る
か
又
は
そ
れ
よ
り
低
い
階
層
に
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
自
身
の
指
揮
下
に
あ
る
軍
隊
又
は

部
隊
に
対
し
て
、
敵
対
行
為
に
参
加
す
る
よ
う
命
令
を
発
す
る
能
力
を
含
む
、
命
令
を
発
す
る
権
力
、
③
命
令
が
実
際
に
従
わ
れ
た
か
否

か
の
考
慮
を
含
む
、
命
令
の
遵
守
を
確
保
す
る
能
力
、
④
部
隊
を
再
編
成
し
又
は
指
揮
構
造
を
変
更
す
る
能
力
、
⑤
軍
隊
の
い
か
な
る
構

成
員
を
も
昇
進
さ
せ
、
交
換
し
、
排
除
し
若
し
く
は
懲
戒
措
置
を
と
り
又
は
捜
査
を
開
始
す
る
権
力
、
⑥
敵
対
行
為
が
発
生
し
て
い
る
場

所
に
軍
隊
を
送
り
、
お
よ
び
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
撤
退
さ
せ
る
権
限
、
⑦
通
信
装
備
お
よ
び
武
装
等
の
戦
争
遂
行
手
段
に
対
し
て
、

独
立
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
管
理
を
有
す
る
こ
と
、
⑧
財
政
に
対
す
る
管
理
、
⑨
交
渉
に
際
し
て
軍
隊
を
代
表
し
、
又
は
集
団
を
代
表
し
て

外
部
の
団
体
又
は
個
人
と
交
流
す
る
能
力
、
⑩
そ
の
者
が
、
部
下
が
支
持
す
る
運
動
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
し
て
お
り
、
お
よ
び
公
へ

の
露
出
お
よ
び
宣
言
を
通
じ
て
一
定
程
度
目
立
っ
て
い
る
か
否
）
20
（

か
」。
一
方
、
実
質
的
管
理
の
不
存
在
を
示
す
事
情
と
し
て
は
、「
❶
問
題
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と
な
る
軍
隊
に
対
し
て
他
の
排
他
的
権
限
保
有
者
が
存
在
す
る
こ
と
、
❷
被
告
人
の
命
令
又
は
指
示
が
無
視
さ
れ
又
は
服
従
さ
れ
な
い
こ

と
、
❸
指
揮
系
統
が
脆
弱
又
は
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
）
21
（

た
。

　

以
上
の
通
り
、
実
質
的
管
理
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
多
様
な
事
情
が
考
慮
要
素
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
公
的

地
位
・
権
限
の
存
在
は
、
上
官
に
あ
た
る
た
め
に
は
不
要
で
あ
る
一
方
、
実
質
的
管
理
の
存
在
を
示
す
一
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
う
る
点
で
あ
る
（
①
）。

　

そ
の
他
の
事
情
は
、
概
ね
、「
上
官
」
が
自
身
の
属
す
る
集
団
（
お
よ
び
そ
の
構
成
員
）
の
組
成
や
行
動
に
対
し
て
影
響
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
を
示
す
事
情
（
②
〜
⑧
、
❶
〜
❸
）
と
、
上
官
が
当
該
集
団
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
情
（
⑨
⑩
）
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
前
者
の
観
点
か
ら
は
、
上
官
が
「
部
下
に
対
し
て
命
令
を
下
し
、
命
令
が
現
に
従
わ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
」

（
命
令
・
服
従
関
係
）
が
重
要
と
な
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
②
③
や
❷
は
そ
の
典
型
で
あ
る
し
、
ま
た
、
④
部
隊
の
再

編
成
、
⑤
構
成
員
の
昇
進
・
解
雇
等
お
よ
び
⑥
軍
隊
の
配
備
・
撤
退
等
も
、
多
く
の
場
合
、
上
官
の
命
令
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
❶
自
身
以
外
に
排
他
的
権
限
を
有
す
る
他
の
上
官
が
存
在
す
る
こ
と
や
、
❸
指
揮
系
統
の
機
能
不
全
と
い
っ
た
事
情
は
、
当
該

上
官
の
命
令
が
部
下
に
よ
り
従
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
事
情
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

命
令
・
服
従
関
係
が
存
在
す
れ
ば
、
特
に
上
官
が
犯
罪
阻
止
も
命
令
で
き
た
と
の
関
係
性
が
推
認
さ
れ
、
防
止
・
処
罰
能
力
（
実
質
的

管
理
）
を
肯
定
す
る
方
向
で
働
く
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
他
方
、
部
下
が
上
官
の
命
令
に
従
わ
な
い
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、

当
該
能
力
は
否
定
さ
れ
や
す
く
な
ろ
う
。
実
際
に
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
い
て
は
、
命
令
・
服
従
関
係
が
頻
繁
に
検
討
対
象
と
さ
れ

て
お
り
、
検
察
官
も
、
こ
の
事
情
を
積
極
的
に
認
定
対
象
と
し
て
主
張
し
て
い
る
と
い
わ
れ
）
22
（
る
。

2
　
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例

　

以
下
で
は
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
実
質
的
管
理
の
認
定
方
法
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
を
扱
う
が
、
ア
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ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
上
官
責
任
が
扱
わ
れ
た
事
案
は
多
岐
に
わ
た
り
、
紙
幅
の
関
係
上
、
全
て
は
紹
介
で
き
な
い
。
以
下
で
は
、
第
一
審

で
は
実
質
的
管
理
が
肯
定
さ
れ
た
が
、
上
訴
審
で
は
否
定
さ
れ
た
事
案
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
以
下
で
は
、
各
事
件
に
お
け
る
事
案
の

全
貌
を
示
す
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
実
質
的
管
理
の
有
無
が
争
点
と
な
っ
た
部
分
の
み
を
検
討
対
象
と
す
る
。

〈
事
例
１
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ　

Blaškić

事
件

【
概
要
】
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
中
、
ク
ロ
ア
チ
ア
防
衛
評
議
会
（
Ｈ
Ｖ
Ｏ
：
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
領
内
に
成
立
し
た
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
＝
ボ
ス

ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
人
共
和
国
の
軍
事
組
織
）
軍
隊
がAhm

ići

お
よ
び
周
辺
村
落
で
殺
人
、
民
用
物
へ
の
攻
撃
、
宗
教
・
教
育
施
設
の
破
壊
等

を
行
い
、
Ｈ
Ｖ
Ｏ
中
央
ボ
ス
ニ
ア
作
戦
区
域
（
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｚ
）
司
令
官
で
あ
っ
た
被
告
人Blaškić

の
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
。
第
一
審
で

は
複
数
部
隊
と
の
関
係
で
上
官
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
一
方
、
上
訴
審
で
は
、
憲
兵
隊
第
四
大
隊
（M

ilitary Police 4th Battalion

）
お
よ
び

そ
の
特
殊
部
隊Jokers

以
外
の
犯
罪
へ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
）
23
（
ず
、
両
者
に
対
す
る
被
告
人
の
実
質
的
管
理
の
有
無
が
争
点
と
な
っ
た
。

【
第
一
審
】
大
要
以
下
の
事
情
に
基
づ
き
憲
兵
隊
ら
に
対
す
る
「
指
揮
権
限
」
が
肯
定
さ
れ
た
。（
１
）
参
謀
総
長
命
令
に
よ
り
、
憲
兵

隊
は
一
時
的
に
被
告
人
の
管
理
下
に
あ
っ
た
。（
２
）
証
人
（
憲
兵
隊
元
構
成
員
）
が
、
被
告
人
の
命
令
を
拒
絶
し
た
こ
と
が
な
い
と
述
べ
、

ま
た
、Travnik

地
区
の
憲
兵
隊
司
令
官
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
軍
参
謀
長
を
誘
拐
し
た
際
、
当
該
参
謀
長
は
被
告
人
の
命

令
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
。（
３
）
被
告
人
は
、
兵
士
に
よ
る
規
律
違
反
を
参
謀
長
ら
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
）
24
（

た
。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
大
要
以
下
の
事
情
に
言
及
し
て
、
実
質
的
管
理
を
否
定
し
た
。

　

①
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｚ
司
令
官
た
る
被
告
人
は
、
憲
兵
隊
に
関
し
て
作
戦
上
（
攻
撃
行
動
等
）
の
管
理
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、Jokers

は
、
被
告
人
で
は
な
く
内
務
省
又
は
防
衛
省
等
の
権
限
下
に
あ
っ
）
25
（
た
。

　

②
⒤
第
一
審
理
由
（
２
）
に
つ
き
、
憲
兵
隊
は
人
質
解
放
命
令
を
拒
否
し
て
い
た
。
ⅱ
憲
兵
隊
第
四
大
隊
司
令
官
が
、
憲
兵
隊
は
被
告

人
に
対
し
て
何
ら
の
義
務
も
負
わ
な
い
と
述
べ
て
い
た
。
ⅲJokers

が
配
備
さ
れ
た
検
問
所
を
人
道
支
援
の
コ
ン
ボ
イ
が
通
過
し
た
際
、
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Kordić

（
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
＝
ボ
ス
ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
人
共
和
国
副
大
統
領
）
の
介
入
に
よ
り
通
過
が
許
可
さ
れ
、
被
告
人
の
通
行
許
可
証
は
、
憲

兵
隊
に
よ
り
有
効
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
）
26
（

た
。

　

③
⒤
憲
兵
隊
は
Ｈ
Ｖ
Ｏ
の
管
理
外
で
犯
罪
行
為
に
従
事
し
、
被
告
人
以
外
の
権
力
者
・
司
令
官
の
保
護
下
・
命
令
下
に
あ
っ
た
。
ⅱ

Jokers
ら
はKordić

ら
の
命
令
に
従
っ
て
弾
圧
・
略
奪
を
行
い
、
ま
たKordić

ら
に
報
告
を
行
っ
て
い
た
。
ⅲ
憲
兵
隊
は
被
告
人
で
は

な
く
防
衛
省
憲
兵
隊
行
政
局
（M

ilitary Police Adm
inistration in the M

inistry of D
efence

）
の
指
揮
下
に
あ
っ
）
27
（

た
。

　

④
憲
兵
隊
は
、
他
の
関
係
機
関
と
の
衝
突
、
地
方
権
力
者
と
の
癒
着
等
、
問
題
を
有
し
て
い
）
28
（
た
。

〈
事
例
２
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ　

H
adžihasanović and Kubura

事
件

【
概
要
】
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
軍
の
第
三
軍
団
（3rd Corps

）
指
揮
下
の
「El M

ujahedin

」
部
隊
（
以
下
、
Ｅ
Ｍ
）
は
、
ク

ロ
ア
チ
ア
系
・
セ
ル
ビ
ア
系
文
民
等
をO

rašac Cam
p

に
拘
禁
し
て
虐
待
・
斬
首
し
、
第
三
軍
団
司
令
官
で
あ
っ
た
被
告
人

H
adžihasanović

の
上
官
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｍ
は
ア
ラ
ブ
諸
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
外
国
人
ム
ス
リ
ム
お
よ
び
地
方
出
身
者
等

か
ら
成
り
、
紛
争
の
中
途
か
ら
第
三
軍
団
の
指
揮
下
に
正
式
に
加
入
し
た
と
こ
ろ
、
Ｅ
Ｍ
は
一
定
の
独
立
性
を
有
す
る
部
隊
で
あ
っ
た
た

め
、
被
告
人
の
実
質
的
管
理
の
有
無
が
争
わ
れ
た
。

【
第
一
審
】
大
要
以
下
の
事
情
に
基
づ
き
実
質
的
管
理
が
肯
定
さ
れ
た
。（
１
）
命
令
を
発
し
遂
行
さ
せ
る
被
告
人
の
権
力
、（
２
）
Ｅ
Ｍ

の
戦
闘
態
様
、（
３
）
Ｅ
Ｍ
に
対
す
る
他
の
権
限
保
有
者
の
不
存
在
、（
４
）
Ｅ
Ｍ
構
成
員
は
規
律
違
反
に
際
し
て
他
の
第
三
軍
団
構
成
員

と
同
一
に
扱
わ
れ
、
軍
法
会
議
で
訴
追
さ
れ
た
例
も
あ
っ
た
こ
と
、（
５
）
被
告
人
の
法
的
指
揮
権
）
29
（

限
、（
６
）
第
三
軍
団
は
、
軍
事
的
利

益
を
得
ら
れ
る
限
り
で
Ｅ
Ｍ
の
例
外
的
地
位
を
許
容
し
、
ま
た
、
そ
の
使
用
を
強
制
さ
れ
て
も
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
第
三
軍
団
は
そ
の
決

断
の
帰
結
を
受
け
入
れ
、
Ｅ
Ｍ
に
全
面
的
責
任
を
負
っ
て
い
）
30
（

た
。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
、
以
下
の
事
情
を
指
摘
し
、
結
論
と
し
て
実
質
的
管
理
を
否
定
し
た
。
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①
第
三
軍
団
司
令
部
は
Ｅ
Ｍ
に
対
し
、
他
部
隊
へ
の
編
入
命
令
を
三
度
発
し
た
が
、
第
一
の
も
の
は
拒
否
さ
れ
、
第
三
の
も
の
は
被
告

人
退
任
後
に
発
さ
れ
た
た
め
、
本
件
で
は
重
要
で
は
な
い
。
第
二
の
も
の
は
遂
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
第
三
軍
団
が
Ｅ
Ｍ
に
実
質
的
管
理

を
行
使
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
り
、
当
該
命
令
だ
け
で
は
、
両
者
間
の
単
な
る
協
力
を
超
え
た
実
質
的
管
理
関
係
を
示
す
に
は
充
分
で
は

な
）
31
（
い
。

　

②
⒤
Ｅ
Ｍ
の
他
部
隊
か
ら
の
独
立
を
示
す
事
情
（
戦
闘
参
加
を
自
ら
決
定
す
る
権
利
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
、
同
部
隊
と
の
連
絡
の
困
難
性
、
報

告
な
く
戦
場
を
離
脱
し
た
こ
と
、
第
三
軍
団
と
異
な
る
独
立
の
キ
ャ
ン
プ
を
有
し
て
い
た
こ
と
等
）
が
存
在
し
た
。
ⅱ
第
一
審
理
由
（
６
）
に
つ
き
、

第
三
軍
団
が
Ｅ
Ｍ
か
ら
軍
事
的
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
実
質
的
管
理
を
示
す
も
の
で
は
な
）
32
（

い
。

　

③
理
由
（
３
）
に
つ
き
、
Ｅ
Ｍ
に
対
し
て
他
の
権
限
保
有
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
被
告
人
が
実
質
的
管
理
を
行
使
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
な
）
33
（

い
。

　

④
理
由
（
４
）
に
つ
き
、
Ｅ
Ｍ
構
成
員
が
訴
追
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
際
の
被
告
人
の
役
割
等
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
規
律

違
反
を
犯
し
た
Ｅ
Ｍ
構
成
員
は
、
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
は
他
の
第
三
軍
団
構
成
員
と
同
一
に
扱
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う

が
、
こ
れ
は
第
三
軍
団
の
現
実
の
処
罰
能
力
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
第
三
軍
団
が
お
そ
ら
く
処
罰
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ

な
）
34
（

い
。

　

⑤
Ｅ
Ｍ
は
文
民
ら
を
人
質
と
し
、
Ｏ
Ｇ
司
令
官
に
よ
る
解
放
命
令
に
も
応
じ
ず
、「
人
質
解
放
の
た
め
に
第
三
軍
団
が
と
る
こ
と
が
で

き
た
唯
一
の
手
段
は
、
Ｅ
Ｍ
に
直
接
の
武
力
を
用
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
」。
上
訴
裁
判
部
は
、
部
下
の
管
理
の
た
め
に
武
力
行
使
を
強
い

ら
れ
て
も
直
ち
に
実
質
的
管
理
は
否
定
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
本
件
で
は
「
あ
た
か
も
〔
自
身
か
ら
〕
区
別
さ
れ
た
敵
軍
で
あ
る
か
の
よ

う
に
同
部
隊
を
攻
撃
す
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
に
鑑
み
、
Ｅ
Ｍ
と
第
三
軍
団
の
関
係
は
従
属
関
係
で
は
な
く
、「
明
ら
か

な
敵
対
行
為
」（overt hostility

）
に
近
い
と
し
）
35
（

た
。
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〈
事
例
３
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ　

Perisić

事
件

【
概
要
】
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
中
、
ク
ラ
イ
ナ
・
セ
ル
ビ
ア
人
共
和
国
（
Ｒ
Ｓ
Ｋ

：
ク
ロ
ア
チ
ア
領
内
の
セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
）
の
軍
隊
Ｓ
Ｖ
Ｋ
が
ザ

グ
レ
ブ
市
街
等
を
攻
撃
し
、
多
数
が
死
傷
し
た
。
Ｓ
Ｖ
Ｋ
に
対
し
て
は
、
ユ
ー
ゴ
軍
（
Ｖ
Ｊ
）
の40th Personnel Centers

（40th 

PC

）
か
ら
人
員
が
送
り
込
ま
れ
て
お
）
36
（
り
、40th PC

を
指
揮
下
に
有
す
る
Ｖ
Ｊ
参
謀
総
長
で
あ
っ
た
被
告
人Perisić

が
、
Ｓ
Ｖ
Ｋ
構
成

員
の
犯
罪
に
つ
き
、
上
官
責
任
を
問
わ
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

【
第
一
審
】
大
要
以
下
の
事
情
に
基
づ
き
実
質
的
管
理
が
肯
定
さ
れ
た
。（
１
）
被
告
人
は40th PC

の
法
的
な
上
官
で
あ
っ
た
。

（
２
）
被
告
人
は40th PC
構
成
員
に
対
す
る
懲
戒
・
刑
事
手
続
開
始
能
力
を
有
し
て
い
た
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
Ｒ
Ｓ
Ｋ
崩
壊
以
降
〔
本
件
攻

撃
以
降
〕
に
の
み
行
使
さ
れ
た
）。（
３
）
被
告
人
は
Ｓ
Ｖ
Ｋ
か
ら
定
期
報
告
を
受
け
、40th PC

に
命
令
等
を
行
っ
て
い
た
。（
４
）
被
告
人

は40th PC

構
成
員
に
拘
束
力
あ
る
命
令
を
発
す
る
一
般
的
能
力
を
有
し
て
い
た
。（
５
）
被
告
人
は
、
構
成
員
の
昇
進
に
際
し
て
の
推

薦
能
力
と
、
構
成
員
の
契
約
を
終
了
さ
せ
る
能
力
を
有
し
て
い
）
37
（
た
。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
、
以
下
の
事
情
に
特
に
依
拠
し
て
、
実
質
的
管
理
を
否
定
し
た
。

　

①
被
告
人
はČeleketić

（
Ｓ
Ｖ
Ｋ
参
謀
総
長
）
に
本
件
攻
撃
の
停
止
を
指
示
し
た
一
方
、Čeleketić

はM
artić

（
Ｒ
Ｓ
Ｋ
大
統
領
・
Ｓ
Ｖ

Ｋ
最
高
司
令
官
）
の
指
示
に
従
い
本
件
攻
撃
を
命
じ
た
。
ま
た
、
被
告
人
お
よ
びM

ilosević

（
セ
ル
ビ
ア
大
統
領
）
はČeleketić

の
電
話

を
盗
聴
し
て
お
り
、
こ
れ
は
両
名
が
、Čeleketić

が
被
告
人
の
実
質
的
管
理
下
に
な
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
）
38
（

す
。

　

②
⒤
元
Ｓ
Ｖ
Ｋ
所
属
の
証
人
が
、
被
告
人
か
ら
指
揮
命
令
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
と
述
べ
た
。
ⅱ
Ｖ
Ｊ
か
ら
Ｓ
Ｖ
Ｋ
へ
の
連
絡
に
際
し
、

威
圧
的
で
は
な
く
「please

」
等
の
請
願
的
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ⅲ
被
告
人
は
、
国
連
の
援
助
の
通
過
を
支
援
せ
よ
と
の

M
ilosević

大
統
領
の
命
令
を
伝
達
し
た
が
、
当
該
命
令
の
名
宛
人
に
は
Ｖ
Ｊ
に
属
し
て
い
な
いM

artić

も
含
ま
れ
、
当
該
命
令
は
Ｖ
Ｊ

の
指
揮
系
統
内
部
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、Čeleketić

は
同
命
令
に
つ
き
、
被
告
人
お
よ
び
Ｖ
Ｊ
の
指
揮
系
統
を
経
由

せ
ずM

ilosević

大
統
領
に
直
接
返
答
し
た
。
ⅳ
被
告
人
は40th PC

を
支
援
す
る
組
織
の
設
立
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
へ
配
属
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を
命
じ
ら
れ
た
者
の
一
部
（
Ｒ
Ｓ
Ｋ
防
衛
省
構
成
員
等
）
は
被
告
人
の
権
限
下
に
な
く
、
同
命
令
が
従
わ
れ
た
こ
と
の
証
明
も
な
い
。
ⅴ
本

件
攻
撃
後
に
Ｓ
Ｖ
Ｋ
参
謀
総
長
がČeleketić

か
ら
交
代
さ
れ
て
以
降
、
被
告
人
は40th PC

兵
士
に
対
し
て
指
示
を
行
っ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
犯
行
当
時

0

0

0

0

の
実
質
的
管
理
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
）
39
（
い
。

　

③
第
一
審
理
由
（
２
）
に
つ
き
、
被
告
人
が
Ｓ
Ｖ
Ｋ
構
成
員
の
懲
戒
手
続
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
Ｒ
Ｓ
Ｋ
崩
壊
後
で
あ
り
、

被
告
人
が
本
件
攻
撃
後
に
懲
戒
上
の
権
力
を
獲
得
し
た
と
い
う
推
論
を
排
除
で
き
ず
、「
被
告
人
が
部
下
に
対
す
る
指
揮
を
獲
得
す
る
前

に
当
該
部
下
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
を
処
罰
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
は
七
条
三
項
に
基
づ
く
責
任
を
問
わ
れ
得
な

い
）
40
（

」。
〈
事
例
４
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ　

N
dindiliyim

ana et al.

事
件
（
１
）

【
概
要
】
本
件
事
案
は
、
ル
ワ
ン
ダ
内
戦
中
、Kansi Parish

に
お
い
て
ツ
チ
族
文
民
に
攻
撃
が
行
わ
れ
、
国
家
憲
兵
隊
（G

endarm
erie 

nationale

）
参
謀
長
で
あ
っ
た
被
告
人N

dindilyim
ana

の
自
宅
を
警
護
し
て
い
た
ル
ワ
ン
ダ
国
家
憲
兵
（gendarm

es

）
が
民
兵
組
織

Interaham
w
e

に
武
器
等
を
供
与
し
、
か
つ
攻
撃
に
参
加
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
本
件
犯
行
前
の
時
点
で
、
国
家
憲
兵
の

大
部
分
に
対
す
る
指
揮
権
は
ル
ワ
ン
ダ
軍
に
移
っ
て
お
り
、
被
告
人
の
管
理
下
に
な
か
っ
た
こ
と
か
）
41
（

ら
、
被
告
人
が
同
人
宅
を
警
護
し
て

い
た
国
家
憲
兵
に
対
し
て
特
に
実
質
的
管
理
を
有
し
て
い
た
か
が
争
わ
れ
た
。

【
第
一
審
】
大
要
以
下
の
事
情
に
基
づ
き
実
質
的
管
理
が
肯
定
さ
れ
た
。（
１
）
当
該
国
家
憲
兵
が
被
告
人
の
妻
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
。

（
２
）
被
告
人
が
、
当
該
国
家
憲
兵
が
本
件
攻
撃
に
関
与
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。（
３
）
国
家
憲
兵
は
国
家
憲
兵
隊
の
作
戦
指
揮
下
に

あ
り
、
作
戦
行
動
が
一
定
の
組
織
性
を
帯
び
て
い
た
。（
４
）
被
告
人
は
国
家
憲
兵
隊
の
参
謀
長
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
）
42
（
た
。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
、
大
要
以
下
の
事
情
に
依
拠
し
て
、
実
質
的
管
理
を
否
定
し
た
。

　

①
犯
行
当
時
、
本
件
国
家
憲
兵
が
特
に
被
告
人
の
作
戦
指
揮
下
に
留
ま
っ
て
い
た
と
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
国
家
憲
兵
の
配
備
に
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際
し
て
の
被
告
人
の
役
割
・
命
令
の
有
無
も
示
さ
れ
て
い
な
）
43
（
い
。

　

②
第
一
審
理
由
（
１
）
に
つ
き
、
本
件
国
家
憲
兵
が
被
告
人
の
妻
の
要
望
に
よ
り
配
備
さ
れ
た
際
、
被
告
人
は
同
地
に
お
ら
ず
、
家
族

と
連
絡
も
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
被
告
人
の
影
響
力
が
配
備
に
一
役
買
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
質
的
管
理
を
充
分
に
示
す
も

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
理
由
（
２
）
に
つ
き
、
被
告
人
が
本
件
犯
罪
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
権
限
を
充
分
に
示
す
も
の
で
は

な
）
44
（

い
。

　

③
本
件
国
家
憲
兵
は
、
本
件
犯
行
直
前
に
、
別
の
国
家
憲
兵
又
は
大
統
領
親
衛
隊
（Presidential G

uard

）
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
招
集

さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
国
家
憲
兵
が
犯
行
時
に
当
該
集
団
の
指
揮
・
命
令
下
に
あ
り
、
被
告
人
が
実
質
的
管
理
を
欠
い
て
い
た
可
能

性
を
排
除
で
き
な
）
45
（
い
。

〈
事
例
５
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ　

N
dindiliyim

ana et al.

事
件
（
２
）

【
概
要
】
本
件
は
〈
事
例
４
〉
と
同
一
被
告
人
の
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
、St. André College

に
お
い
て
、
民
兵
組
織

Interaham
w
e

と
連
携
し
た
ル
ワ
ン
ダ
軍N

yam
iram

bo

旅
団
の
国
家
憲
兵
に
よ
り
ツ
チ
族
難
民
が
殺
害
さ
れ
、
国
家
憲
兵
に
対
す
る

被
告
人
の
実
質
的
管
理
が
争
点
と
な
っ
た
。

【
第
一
審
】
大
要
以
下
の
事
情
に
基
づ
き
実
質
的
管
理
が
肯
定
さ
れ
た
。（
１
）
被
告
人
は
本
件
犯
行
地
のKigali

地
区
に
長
期
間
滞
在

し
て
い
た
。（
２
）
被
告
人
は
本
件
犯
行
の
報
告
を
受
け
、
現
場
の
部
下
に
攻
撃
の
時
点
ご
ろ
に
命
令
を
発
し
て
い
た
。（
３
）
被
告
人
は

本
件College

を
国
家
憲
兵
に
保
護
し
て
欲
し
い
と
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。（
４
）
本
件
国
家
憲
兵
は
国
家
憲
兵
隊
指

揮
下
に
あ
り
、
作
戦
行
動
が
組
織
性
を
帯
び
て
い
た
。（
５
）
被
告
人
の
国
家
憲
兵
隊
参
謀
長
と
し
て
の
地
）
46
（
位
。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
実
質
的
管
理
を
否
定
し
た
。

　

①
犯
行
当
時
、
本
件
国
家
憲
兵
が
特
に
被
告
人
の
作
戦
指
揮
下
に
留
ま
っ
て
い
た
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
一
審
理
由
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（
３
）
に
つ
き
、
当
該
保
護
要
請
は
ル
ワ
ン
ダ
軍
参
謀
長
に
対
し
て
行
わ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
国
家
憲
兵
が
派
遣
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
ル

ワ
ン
ダ
軍
が
国
家
憲
兵
に
権
限
を
行
使
し
て
お
り
、
被
告
人
が
実
質
的
管
理
を
有
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
）
47
（

る
。

　

②
理
由
（
１
）
に
つ
き
、
被
告
人
が
長
期
間
をKigali

で
過
ご
し
て
い
た
こ
と
は
、
被
告
人
の
実
質
的
管
理
を
示
す
も
の
で
は
な
）
48
（
い
。

　

③
理
由
（
２
）
に
つ
き
、
第
一
審
に
お
い
て
記
録
の
誤
読
が
あ
り
、
被
告
人
が
本
件College

に
関
す
る
又
はN

yam
iram

bo

旅
団
に

対
す
る
命
令
を
発
し
た
と
は
示
さ
れ
て
い
な
）
49
（

い
。

　

④
理
由
（
３
）
に
つ
き
、
被
告
人
は
保
護
要
請
を
知
っ
て
い
た
一
方
、
被
告
人
が
い
つ
そ
れ
を
知
り
又
は
国
家
憲
兵
の
配
備
に
際
し
て

何
ら
か
の
役
割
を
担
っ
た
か
は
示
さ
れ
て
い
な
）
50
（

い
。

3
　
I
C
C
の
裁
判
例

―Bem
ba

事
件

　

次
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
のBem

ba

事
件
に
お
け
る
実
質
的
管
理
の
判
断
枠
組
を
概
観
す
る
。

〈
事
例
６
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｃ Bem

ba

事
件

【
概
要
】
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
お
け
る
内
戦
中
、
同
国
政
府
側
に
加
担
し
て
紛
争
に
介
入
し
た
コ
ン
ゴ
解
放
運
動
（
Ｍ
Ｌ
Ｃ
）
軍
の

兵
士
が
、
多
く
の
地
域
で
略
奪
、
文
民
の
殺
害
お
よ
び
強
姦
を
行
っ
た
。
以
上
に
つ
き
、
Ｍ
Ｌ
Ｃ
議
長
（President

）
か
つ
そ
の
軍
事
部

門
で
あ
る
コ
ン
ゴ
解
放
軍
（
Ａ
Ｌ
Ｃ
）
総
司
令
官
で
あ
っ
た
被
告
人Bem

ba

が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
（
ａ
）
の
「
実
質
的
に
軍
の
指

揮
官
と
し
て
行
動
す
る
者
」
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

【
予
審
】
予
審
裁
判
部
は
二
八
条
（
ａ
）
の
主
体
に
関
す
る
要
件
と
し
て
、
被
疑
者
が
「
軍
の
指
揮
官
又
は
実
質
的
に
そ
の
よ
う
な
者
と

し
て
行
動
す
る
者
で
あ
る
こ
と
」
と
、
被
疑
者
が
軍
隊
に
対
し
「
実
質
的
な
指
揮
お
よ
び
管
理
又
は
実
質
的
な
権
限
お
よ
び
管
理
を
有
す

る
こ
と
」
の
二
つ
を
挙
げ
）
51
（

る
。
こ
こ
で
は
、
軍
の
指
揮
官
で
あ
る
こ
と
と
実
質
的
管
理
が
理
論
上
区
別
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
両
要
件
は

「
相
互
関
係
を
有
す
）
52
（

る
」
と
し
て
、
一
括
し
て
検
討
さ
れ
た
。
結
論
と
し
て
は
、
大
要
以
下
の
事
情
に
依
拠
し
て
、
両
要
件
の
充
足
が
肯
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定
さ
れ
た
。（
１
）
Ｍ
Ｌ
Ｃ
の
議
長
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
の
総
司
令
官
と
し
て
の
公
的
地
位
、（
２
）
命
令
権
を
有
し
、
命
令
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
こ

と
、（
３
）
Ｍ
Ｌ
Ｃ
司
令
官
の
任
命
・
昇
進
・
降
格
・
解
雇
権
お
よ
び
逮
捕
・
拘
禁
・
釈
放
の
権
力
、（
４
）
犯
罪
防
止
・
抑
止
の
権
）
53
（

力
。

【
第
一
審
】
第
一
審
裁
判
部
も
、
予
審
裁
判
部
と
同
様
に
、
上
官
責
任
の
主
体
要
件
を
、「
被
告
人
が
軍
の
指
揮
官
又
は
実
質
的
に
軍
の

指
揮
官
と
し
て
行
動
す
る
者
で
あ
る
こ
と
」
と
、
被
告
人
が
「
犯
罪
を
行
っ
た
軍
隊
に
対
し
て
実
質
的
な
指
揮
お
よ
び
管
理
又
は
実
質
的

な
権
限
お
よ
び
管
理
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
」
の
二
つ
に
分
け
る
一
方
、
両
判
断
を
一
括
し
て
い
）
54
（

る
。
他
方
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
ま
ず

Ｍ
Ｌ
Ｃ
に
お
け
る
被
告
人
の
地
位
・
能
力
を
一
般
的
に
考
察
し
、
次
い
で
中
央
ア
フ
リ
カ
に
展
開
さ
れ
た
具
体
的
な
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
に
対
す

る
管
理
を
考
察
す
る
と
い
う
、
二
段
階
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
以
下
の
事
情
に
基
づ
き
、
被
告
人
が
Ｍ
Ｌ
Ｃ
一
般
に
関
し
て
、
実
質
的
な
軍
の
指
揮
官
で
あ
り
か
つ
実
質
的
管
理
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
た
。
⒤
Ｍ
Ｌ
Ｃ
議
長
お
よ
び
Ａ
Ｌ
Ｃ
総
司
令
官
と
し
て
の
法
的
地
位
、
ⅱ
構
成
員
の
任
免
・
昇
進
に
関
す
る
権
力
、
ⅲ
Ｍ
Ｌ
Ｃ

の
資
金
調
達
の
管
理
、
ⅳ
現
場
指
揮
官
と
の
通
信
ラ
イ
ン
お
よ
び
報
告
制
度
の
存
在
、
ⅴ
参
謀
か
ら
助
言
を
受
け
て
作
戦
・
戦
術
上
の
命

令
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
実
際
に
こ
れ
を
下
し
て
い
た
こ
と
、
ⅵ
犯
罪
の
捜
査
お
よ
び
軍
法
会
議
の
設
置
を
含
む
懲
戒
権
力
、
ⅶ

現
地
に
部
隊
を
送
り
又
は
撤
退
さ
せ
る
能
）
55
（
力
。

　

そ
の
上
で
、
現
地
の
具
体
的
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
に
関
し
て
は
、
特
に
以
下
の
事
情
に
依
拠
し
て
、
被
告
人
が
実
質
的
な
軍
の
指
揮
官
で
あ
り

か
つ
実
質
的
管
理
を
有
す
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
た
。

　

①
現
地
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
は
中
央
ア
フ
リ
カ
の
軍
事
的
階
級
に
編
入
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
同
部
隊
に
対
す
る
被
告
人
の
権
限
が
失
わ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
）
56
（

い
。

　

②
被
告
人
は
中
央
ア
フ
リ
カ
に
展
開
さ
れ
る
部
隊
・
指
揮
官
を
選
択
し
、
そ
の
初
期
配
置
を
命
令
し
た
。
被
告
人
は
現
場
指
揮
官
か
ら

恒
常
的
か
つ
直
接
に
連
絡
を
受
け
て
い
た
。
被
告
人
は
兵
站
上
の
〔logistical
〕
支
援
等
を
現
地
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
に
対
し
て
提
供
し
て
い
た
。

被
告
人
は
現
地
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
に
対
し
て
作
戦
命
令
を
下
し
、
こ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
）
57
（
た
。
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③
Ｍ
Ｌ
Ｃ
参
謀
は
被
告
人
へ
の
助
言
・
報
告
等
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
被
告
人
の
権
限
が
縮
小
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
被
告
人
は
し
ば
し
ば
Ｍ
Ｌ
Ｃ
参
謀
を
経
由
せ
ず
、
現
場
指
揮
官
に
対
し
て
直
接
的
に
指
示
又
は
命
令
を
発
し
、
報
告
を

受
け
て
い
）
58
（
た
。

　

④
被
告
人
は
、
中
央
ア
フ
リ
カ
の
国
連
代
表
者
で
あ
るCissé

大
将
と
交
渉
を
行
い
、
犯
罪
に
関
し
て
メ
デ
ィ
ア
等
に
返
答
を
行
う
な

ど
、
中
央
ア
フ
リ
カ
の
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
を
代
表
し
て
い
）
59
（

た
。

　

⑤
被
告
人
は
、
現
地
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
に
つ
き
、
逮
捕
権
限
お
よ
び
調
査
委
員
会
・
軍
法
会
議
の
設
置
権
限
等
、
主
要
な
懲
戒
上
の
権
限
を

保
持
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
権
力
は
、
少
な
く
と
も
四
度
に
わ
た
っ
て
行
使
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｍ
Ｌ
Ｃ
の
行
動
規
範
は
本
件
介
入
期
間
の

間
も
適
用
可
能
で
あ
り
、
被
告
人
の
懲
戒
・
処
罰
権
限
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
根
拠
は
存
在
し
な
）
60
（
い
。

　

⑥
被
告
人
は
中
央
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
の
撤
退
を
命
じ
る
権
限
を
保
持
し
て
お
り
、
ま
た
現
に
被
告
人
の
撤
退
命
令
は
従
わ

れ
）
61
（
た
。

4
　
小
　
括

　

以
上
の
各
事
案
を
み
て
も
、
実
質
的
管
理
の
判
断
に
際
し
て
は
複
数
の
事
情
に
依
拠
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
事
情
が
重
視
さ
れ
た
の
か
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
方
、
目
を
引
く
の
は
、
実
質
的
管
理
が
否
定
さ
れ
た
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
事
案
で
、
命
令
・
服
従
関

係
が
否
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（〈
事
例
１
〉
理
由
②
、〈
事
例
２
〉
理
由
①
⑤
、〈
事
例
３
〉
理
由
①
②
、〈
事
例
４
〉
理
由
①
、〈
事
例
５
〉
理
由

③
）。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
〈
事
例
６
〉
で
も
、
命
令
・
服
従
関
係
（
第
一
審
理
由
ⅴ
②
⑥
）
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

㈡　

防
止
・
処
罰
能
力
と
組
織
的
階
級
構
造

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
通
り
、
実
質
的
管
理
（
犯
罪
の
防
止
・
処
罰
能
力
）
を
証
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
様
々
な
事
情
が
考
慮
要
素
と
し
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て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
特
に
命
令
・
服
従
関
係
は
、
実
質
的
管
理
を
一
定
程
度
強
く
推
認
さ
せ
る
事
情
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
以
下
で
示
す
よ
う
に
、
命
令
・
服
従
関
係
が
明
ら
か
に
存
在
す
る

―
そ
れ
ゆ
え
防
止
・

処
罰
能
力
が
強
く
推
認
さ
れ
う
る

―
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
官
と
し
て
の
地
位
が
否
定
さ
れ
た
例
が
み
ら
れ
る
。

〈
事
例
７
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ M

ucić et al.

事
件

【
概
要
】
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
の
最
中
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
領
内
に
設
置
さ
れ
た
チ
ェ
レ
ビ
チ
収
容
所
に
お
い
て
、
セ
ル
ビ
ア

系
被
収
容
者
が
衛
兵
ら
に
よ
る
虐
待
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
に
つ
き
、
同
収
容
所
副
司
令
官
で
あ
っ
た
被
告
人H

azim
 D

elić

が
、
上
官
責

任
に
基
づ
き
起
訴
さ
れ
た
。

【
第
一
審
】
第
一
審
裁
判
部
は
大
要
以
下
の
事
情
に
言
及
し
つ
つ
、
被
告
人
が
「
部
下
に
対
し
て
命
令
を
発
し
、
又
は
部
下
に
よ
る
犯
罪

行
為
を
防
止
若
し
く
は
処
罰
す
る
権
力
を
伴
っ
て
、
チ
ェ
レ
ビ
チ
収
容
所
に
お
い
て
指
揮
系
統
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
」

を
否
定
し
）
62
（

た
。（
１
）
衛
兵
は
被
告
人
を
恐
れ
て
お
り
、
被
告
人
は
し
ば
し
ば
衛
兵
・
被
収
容
者
を
怒
鳴
り
つ
け
て
い
た
。
ま
た
、
収
容

所
司
令
官M

ucić

が
不
在
の
際
に
は
被
告
人
が
命
令
を
発
し
、
被
収
容
者
お
よ
び
衛
兵
は
被
告
人
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

（
２
）
Ｈ
Ｖ
Ｏ
軍
捜
査
委
員
会
は
、
被
収
容
者
の
中
か
ら
面
談
対
象
を
リ
ス
ト
化
し
、
こ
れ
を
司
令
官M

ucić

に
渡
し
て
い
た
が
、
彼
の

不
在
の
際
に
は
被
告
人
に
こ
れ
を
渡
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
作
成
の
フ
ァ
イ
ル
に
は
、M

ucić

お
よ
び
被
告
人
の
み
が
ア
ク
セ
ス

で
き
た
。（
３
）
被
告
人
は
、
衛
兵
か
ら
要
請
さ
れ
た
被
収
容
者
に
対
す
る
治
療
を
手
配
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
）
63
（

た
。

　

以
上
の
う
ち
、（
１
）
は
被
告
人
の
影
響
力
を
示
し
う
る
一
方
、
当
該
影
響
力
は
「
威
圧
的
か
つ
道
徳
的
に
不
良
な
個
人
〔
被
告
人
〕
に

衛
兵
が
恐
れ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
え
、〔
…
〕
そ
れ
自
体
と
し
て
はD

elić

の
上
官
と
し
て
の
権
限
の
徴
表
た
り

え
」
な
）
64
（

い
。
ま
た
、（
２
）（
３
）
か
ら
、
被
告
人
は
収
容
所
の
日
常
業
務
お
よ
び
司
令
官
の
補
佐
を
職
務
と
し
て
い
た
と
は
い
え
る
が
、

「
命
令
を
発
し
、
ま
た
部
下
に
よ
る
犯
罪
行
為
を
防
止
お
よ
び
処
罰
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
実
際
の
指
揮
権
限
を
示
す
も
の
と
は
い
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え
な
）
65
（
い
」。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
、
原
審
判
断
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
維
持
し
）
66
（

た
。
な
お
、
検
察
側
は
上
訴
趣
意
の
中
で
、
第
一
審
裁
判
部
は
被
告

人
が
「
チ
ェ
レ
ビ
チ
収
容
所
に
お
い
て
指
揮
系
統
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
公
的
な
」
指

揮
系
統
の
存
在
を
要
求
し
た
も
の
で
不
当
と
主
張
し
た
が
、
上
訴
裁
判
部
は
公
的
な
指
揮
系
統
は
不
要
と
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
た
。「

本
上
訴
裁
判
部
は
、
実
行
者
が
被
告
人
の
『
部
下
』
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、〔
…
〕
被
告
人
が
そ
の
地
位
の
観
点

か
ら
、
実
行
者
に
対
し
て
一
定
の
公
的
又
は
非
公
式
的
な
階
級
の
中
で
上
位
者
〔senior

〕
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
る
。
本
上
訴
裁
判
部
は
、

防
止
又
は
処
罰
の
現
実
の
権
力
と
い
う
意
味
に
お
け
る
実
質
的
管
理
を
行
使
す
る
能
力
と
は
、
上
官
・
部
下
関
係
を
認
め
る
た
め
の
最
低
限
の
要
件
で

あ
る
と
考
え
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
必
然
的
に
そ
の
よ
う
な
従
属
関
係
な
く
し
て
は
充
足
さ
れ
得
な
い
。
し
か
し
、
同
等
の
地
位
又
は
階
級
に
あ
る
二
人
の
者

の
う
ち
の
一
方
が
〔
…
〕、
他
方
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
他
方
の
行
動
を
た
と
え
ば
人
格
的
強
制
又
は
物
理
的
強
制
に
よ
っ
て
防
止
す
る
、
純
粋
な

実
際
上
の
能
力
と
い
う
意
味
で
の
『
実
質
的
管
理
』
を
現
に
行
使
し
て
い
る
状
況
が
あ
り
う
る
。
本
上
訴
裁
判
部
は
、
上
官
責
任
の
法
理
が
〔
…
〕、

完
全
に
同
等
の
地
位
に
あ
る
他
者
の
行
動
の
た
め
に
人
に
刑
事
責
任
を
課
す
も
の
と
意
図
さ
れ
て
き
た
と
は
考
え
な
）
67
（
い
」。

〈
事
例
８
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ　

N
yiram

asuhuko et al.

事
件

【
概
要
】
ル
ワ
ン
ダ
内
戦
中
、N

gom
a

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
市
長
で
あ
っ
た
被
告
人Kanyabashi

が
、
兵
士
お
よ
び
民
兵
に
対
し
て
、
同
地

区
に
所
在
す
るM

atyazo Clinic

に
避
難
し
た
ツ
チ
族
の
攻
撃
を
命
じ
、
多
数
が
死
亡
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
き
、
被
告
人
の
上
官
責
任

が
問
題
と
な
っ
た
。

【
第
一
審
】
兵
士
ら
に
対
す
る
被
告
人
の
法
的
権
限
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
被
告
人
が
本
件
攻
撃
を
命
じ
、
兵
士
ら
が
こ
れ
に
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従
っ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
被
告
人
が
兵
士
に
対
し
て
「
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
の
又
は
一
時
的
な
基
礎
に
基
づ
き
実
質
的
管
理
を
行
使
」
し
て
い

た
と
さ
れ
）
68
（

た
。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
上
官
・
部
下
関
係
を
否
定
し
た
。

　

①
ま
ず
、
上
訴
裁
判
部
は
、
先
に
み
た
〈
事
例
７
〉
の
上
訴
裁
判
部
の
判
示
を
引
用
す
）
69
（
る
。
そ
の
上
で
、
文
民
の
権
限
保
有
者
た
る
被

告
人
の
命
令
に
兵
士
が
従
っ
た
こ
と
は
、
被
告
人
の
権
限
お
よ
び
影
響
力
を
示
し
う
る
一
方
、「
先
在
す
る
〔pre-existing

〕
上
官
・
部
下

関
係
を
示
唆
す
る
も
の
、
裏
を
返
せ
ば
、
当
該
文
民
権
限
保
有
者
に
対
し
て
、
兵
士
の
犯
罪
実
行
を
防
止
す
る
義
務
又
は
行
わ
れ
た
犯
罪

の
た
め
に
そ
れ
ら
の
部
下
を
処
罰
す
る
義
務
を
課
す
」
も
の
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
）
70
（

た
。

　

②
第
一
審
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
兵
士
を
伴
っ
て
現
場
に
赴
い
て
い
た
こ
と
や
、
兵
士
が
被
告
人
宅
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
等
が
認

定
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
被
告
人
が
本
件
攻
撃
を
行
っ
た
兵
士
の
上
官
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
の
推
論

―
た
と
え

ば
被
告
人
が
「
兵
士
と
上
官
・
部
下
関
係
な
く
、
意
図
的
に
こ
れ
ら
の
者
を
支
援
し
て
い
た
」
と
い
う
推
論
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
）
71
（
い
。

　
〈
事
例
７
〉
第
一
審
裁
判
部
理
由
（
１
）
や
〈
事
例
８
〉
上
訴
裁
判
部
理
由
①
に
み
ら
れ
る
通
り
、
両
事
案
で
は
命
令
・
服
従
関
係
が

一
応
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
防
止
・
処
罰
能
力
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
事
案
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
点
、〈
事
例

８
〉
で
も
引
用
さ
れ
た
〈
事
例
７
〉
の
上
訴
裁
判
部
の
判
示
で
は
、
同
等
地
位
の
複
数
人
の
間
で
防
止
・
処
罰
能
力
が
肯
定
で
き
た
と
し

て
も
上
官
・
部
下
関
係
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
72
（

る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
は
、
防
止
・
処
罰
能
力
は
、
対
等
地
位
間
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、「
上
下
関
係
に
基
づ
く
」（
上
位
者
性
）
必
要
が

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
い
う
る
。
た
と
え
ば
〈
事
例
７
〉
の
第
一
審
裁
判
部
で
は
、
被
告
人
が
収
容
所
の
「
指
揮
系
統
の
内
部

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
」
が
否
定
さ
れ
、
上
訴
裁
判
部
で
は
、
不
作
為
者
が
犯
罪
実
行
者
に
対
す
る
「
上
位
者
」（senior

）
で
あ

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、〈
事
例
８
〉
上
訴
裁
判
部
で
は
、「
先
在
す
る
上
官
・
部
下
関
係
」
の
存
在
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
は
ま
さ
に
そ
の
「
上
位
者
」
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
上
位
者
」
性
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
・
学
説
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
実
質
的
管

理
が
「
階
級
構
造
」（hierarchical structure

）
な
い
し
「
指
揮
系
統
」（chain of com

m
and

）
の
中
で
行
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
、W

erle/Jeßberger

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
常
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
管
理
能
力
が
、
あ
る
程
度
組
織
的
な
安
定
性
を
有
す
る
階
級
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
単
に
犯
罪
実
行
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
犯
罪
に
直
接
参
加
し
た
者
の
態
度
に
対
し
て
管
理
が
行
使
さ
れ
う
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
、
上
官
・

部
下
関
係
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
個
々
の
人
的
関
係
に
の
み
基
づ
く
管
理
能
力
も
充
分
で
は
な
）
73
（

い
。」

　

こ
こ
で
は
、
具
体
的
状
況
・
個
人
的
関
係
に
の
み
基
づ
く
防
止
・
処
罰
能
力
と
、
階
級
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
そ
れ
が
対
置
さ
れ
、
後

者
の
み
が
上
官
・
部
下
関
係
を
基
礎
づ
け
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
防
止
・
処
罰
能
力
は
、
カ
リ
ス
マ
等
の
個
人
的
特
質
の
み
に
基
づ
く

も
の
で
は
足
り
ず
、
上
位
者
の
命
令
を
下
位
者
が
実
施
す
る
と
い
う
関
係
を
担
保
す
る
組
織
の
制
度
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
）
74
（
る
。

　

こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
上
官
責
任
の
成
立
の
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
安
定
的
な
組
織
的
階
級
構
造
な
い
し
指
揮
系
統
が
存
在
し
、
上
位

者
と
下
位
者
の
双
方
が
こ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
下
位
者
は
上
位
者
の
命
令
に
原
則
と
し
て
服
従
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
関
係
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
階
級
構
造
又
は
指
揮
系
統
に
基
づ
い
て
、
上
位

者
が
下
位
者
に
対
し
て
防
止
・
処
罰
能
力
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
の
理
解
に
よ
れ
ば
、〈
事
例
７
〉
で
は
、
収
容
所
副
司
令
官
た
る
被
告
人
の
命
令
に
衛
兵
が
従
っ
た
の
は
恐
怖
心
に
基
づ
い
て
い

た
可
能
性
が
あ
）
75
（

り
、〈
事
例
８
〉
で
は
、
市
長
で
あ
っ
た
被
告
人
は
軍
等
に
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
両
被
告
人
と
各
犯
罪
実
行
者
と
の
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間
の
命
令
・
服
従
関
係
は
「
階
級
構
造
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
官
・
部
下
関
係
の
証
明
に
あ

た
っ
て
は
、
当
該
関
係
が
階
級
構
造
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
追
加
的
な
事
情
（
一
例
と
し
て
、
命
令
・
服
従
関
係
が
継
続
的
に
存
在
し

た
こ
と
）
も
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、〈
事
例
３
〉
上
訴
審
理
由
②
で
は
、
被
告
人
が
伝
達
し
た
大
統
領
命
令
が

軍
隊
（
Ｖ
Ｊ
）
の
指
揮
系
統
に
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
当
該
命
令
は
実
質
的
管
理
を
肯
定
す
る
方
向
で
は
評
価
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
こ
の
こ
と
も
、
当
該
命
令
が
組
織
の
階
級
構
造
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
評
価
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
上
、
実
質
的
管
理
の
有
無
は
、（
Ａ
）
下
位
者
の
犯
罪
を
防
止
・
処
罰
す
る
能
力
が
、

（
Ｂ
）
組
織
の
指
揮
系
統
又
は
階
級
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
軸
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

四　

上
官
の
作
為
義
務
と
実
質
的
管
理

　

以
下
で
は
、
前
章
で
検
討
し
た
上
官
・
部
下
関
係
（
実
質
的
管
理
）
の
判
断
枠
組
が
、
作
為
義
務
の
基
礎
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
い
か

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
き
、
若
干
の
検
討
を
行
う
。

㈠　

不
作
為
犯
と
し
て
の
上
官
責
任

　

第
一
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
学
説
の
中
に
は
、
防
止
・
処
罰
能
力
に
着
目
し
て
上
官
・
部
下
関
係
を
判
断
す
る
と
い
う
手
法
を
批
判
す

る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
官
責
任
に
お
い
て
は
犯
罪
の
防
止
・
処
罰
能
力

0

0

を
も
っ
て
防
止
・
処
罰
義
務

0

0

が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
不
当
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
作
為
能
力
は
作
為
義
務
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
と
い
う
限
り
で
は
、
上
記
批
判
は
妥
当
た
り
う

る
。
し
か
し
、
前
章
で
み
た
通
り
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
は
、
上
官
・
部
下
関
係
の
判
断
に
あ
た
り
、（
Ａ
）
純
粋
な
防
止
・
処
罰
能
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力
で
は
な
く
、（
Ｂ
）
当
該
能
力
が
組
織
の
階
級
構
造
に
基
づ
く
こ
と
と
い
う
「
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

に
鑑
み
る
と
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
上
官
責
任
の
典
型
的
な
適
用
対
象
た
る
「
軍
隊
」
と
の
関
係
で
は
、
作
為
義
務
を
肯
定
可
能
と
思
わ

れ
る
。
以
下
で
は
、
上
官
の
作
為
義
務
の
根
拠
を
若
干
な
が
ら
検
討
す
る
。

　

作
為
義
務
の
発
生
根
拠
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
あ
る
が
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
や
日
本
で
伝
統
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、（
α
）
一
定

の
法
令
・
契
約
等
か
ら
作
為
義
務
が
生
じ
う
る
と
の
考
え
が
あ
り
う
）
76
（

る
。
上
官
責
任
と
の
関
係
で
い
え
ば
、「
軍
の
指
揮
官
」
が
、
軍
隊

を
適
切
に
監
督
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
確
立
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
第
一
追
加
議
定
書
八
七
条
）。

　

加
え
て
、
実
質
的
観
点
と
し
て
、
ド
イ
ツ
や
日
本
で
は
、
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
を
危
険
源
監
督
義
務
と
法
益
保
護
義
務
に
二
分
し
、

前
者
に
つ
き
、（
β
）
危
険
源
の
監
督
を
引
き
受
け
た
者
は
そ
こ
か
ら
法
益
侵
害
が
生
じ
な
い
よ
う
保
証
す
る
義
務
を
負
う
と
す
る
見
解

が
み
ら
れ
）
77
（

る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、「
軍
隊
」
が
中
核
犯
罪
を
発
生
さ
せ
う
る
潜
在
的
危
険
源
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
的
経
験
則
に
よ
り
肯

定
さ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
、
国
際
法
上
、
軍
の
指
揮
官
は
部
下
の
監
督
を
特
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
軍

隊
の
監
督
を
引
き
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
は
作
為
義
務
を
肯
定
で
き
）
78
（

る
。

　

軍
隊
の
階
級
構
造
に
基
づ
き
、
部
下
の
犯
罪
を
防
止
・
処
罰
で
き
る
だ
け
の
権
限
を
持
つ
者
は
、
軍
隊
の
監
督
を
そ
の
制
度
上
引
き
受

け
た
者
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
、
先
に
み
た
（
Ａ
）（
Ｂ
）
の
判
断
枠
組
は
、
軍
の
指
揮
官
に
関
し
て
は
維
持
可
能
と
い
え
る
。
前
章
で
検

討
し
た
事
案
に
お
い
て
も
、
多
く
の
場
合
、
犯
罪
を
行
っ
た
「
部
下
」
は
軍
隊
（
又
は
そ
れ
に
類
す
る
集
団
）
で
あ
り
、
当
該
集
団
と
の
関

係
で
（
Ａ
）（
Ｂ
）
が
認
め
ら
れ
る
限
り
で
は
、
上
官
の
作
為
義
務
を
肯
定
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

㈡　

文
民
の
上
官
責
任
、
特
に
企
業
犯
罪
へ
の
適
用
可
能
性

　

国
際
法
上
の
義
務
と
、
軍
隊
の
潜
在
的
危
険
源
と
し
て
の
性
質
に
着
目
す
る
立
場
に
よ
る
場
合
、
犯
罪
実
行
者
が
軍
隊
（
又
は
類
似
の

武
装
集
団
）
で
は
な
い
場
合
に
は
、
上
官
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
通
常
の
企
業
は
、
従
業
員
の
規
律
を
維
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持
す
る
国
際
法
上
の

0

0

0

0

0

義
務
を
負
う
か
は
疑
問
で
あ
る
し
、
多
く
の
場
合
、
中
核
犯
罪
を
生
じ
さ
せ
う
る
危
険
源
と
も
い
え
な
い
と
思
わ
れ

る
）
79
（

。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
で
は
、
企
業
の
指
導
者
が
上
官
責
任
に
基
づ
き
有
罪
と
な
っ
た
事
例
が
複
数
存
在
す
る
。
代
表
的

な
も
の
と
し
て
は
、
以
下
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

〈
事
例
９
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ M

usem
a

事
件

【
概
要
】
被
告
人M

usem
a

は
、
ル
ワ
ン
ダ
国
営
の
製
茶
工
場
（tea factory

）
の
工
場
長
で
あ
っ
た
。
ル
ワ
ン
ダ
紛
争
中
、
被
告
人
は

G
itaw

a H
ill

等
で
行
わ
れ
た
難
民
に
対
す
る
殺
人
に
関
与
し
た
と
こ
ろ
、
攻
撃
の
一
部
に
は
同
工
場
の
従
業
員
も
関
与
し
て
お
り
、
そ

の
部
分
に
つ
き
上
官
責
任
（
三
項
）
の
成
立
が
争
わ
れ
た
。
な
お
、
一
部
の
事
案
で
は
、
従
業
員
が
工
場
所
有
の
車
両
で
被
告
人
と
共
に

現
場
に
到
着
し
、
工
場
の
制
服
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
が
併
せ
て
認
定
さ
れ
）
80
（
た
。

【
第
一
審
】
第
一
審
裁
判
部
は
被
告
人
の
従
業
員
に
対
す
る
実
質
的
管
理
を
認
め
た
。
そ
の
際
、
管
理
の
内
容
と
し
て
は
、「
と
り
わ
け

従
業
員
を
製
茶
工
場
に
お
け
る
地
位
に
任
命
し
ま
た
そ
の
地
位
を
解
く
自
己
の
権
力
を
通
じ
て
、
当
該
従
業
員
に
対
し
て
法
的
お
よ
び
財

政
上
の
管
理
を
行
使
し
て
い
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
被
告
人
の
義
務
の
内
容
に
関
し
て
、
被
告
人
は
（
１
）「
こ
れ
ら
の
権

力
の
観
点
か
ら
、
従
業
員
が
規
程
上
可
罰
的
な
犯
罪
の
実
行
者
と
判
明
し
た
際
に
は
、
当
該
個
人
を
製
茶
工
場
に
お
け
る
地
位
か
ら
解
く

こ
と
又
は
そ
の
旨
の
脅
し
を
加
え
る
な
ど
の
合
理
的
な
措
置
を
と
」
り
、（
２
）「
製
茶
工
場
の
車
両
、
制
服
又
は
そ
の
他
の
財
産
が
そ
れ

ら
の
犯
罪
の
実
行
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
又
は
処
罰
す
る
こ
と
を
試
み
る
た
め
の
合
理
的
な
措
置
を
と
る
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
」

と
さ
れ
）
81
（

た
。
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〈
事
例
10
〉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ N

ahim
ana et al.

事
件

【
概
要
】
本
件
事
案
は
、
ル
ワ
ン
ダ
紛
争
中
、
ル
ワ
ン
ダ
の
ラ
ジ
オ
局
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の
従
業
員
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
同
国
内
の
民

族
集
団
で
あ
る
ツ
チ
族
の
殲
滅
を
呼
び
か
け
る
放
送
を
行
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の
重
要
人
物
で
あ
っ
た

被
告
人N

ahim
ana

は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
扇
動
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
の
迫
害
に
基
づ
き
、
上
官
責
任
で
起
訴
さ
れ
た
。

【
第
一
審
】
第
一
審
裁
判
部
は
、
以
下
の
事
情
に
特
に
言
及
し
て
、
上
官
・
部
下
関
係
を
肯
定
し
た
。（
１
）
被
告
人
は
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の

「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
で
あ
っ
た
。（
２
）
被
告
人
は
ル
ワ
ン
ダ
情
報
担
当
省
と
の
会
合
に
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
を
代
表
し
て
出
席
し
た
。（
３
）
被
告

人
は
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の
財
政
を
管
理
し
て
い
た
。（
４
）
被
告
人
は
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の
取
締
役
会
と
し
て
機
能
す
る
「
運
営
委
員
会
」（Steering 

Com
m
ittee

）
の
一
員
で
あ
り
、
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の
全
従
業
員
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
同
委
員
会
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
。（
５
）
被
告
人

は
、
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の
番
組
に
責
任
を
負
う
「
技
術
・
番
組
委
員
会
」（Technical and Program

m
e Com

m
ittee

）
の
長
で
あ
り
、
そ
の
番
組

内
容
は
被
告
人
ら
が
責
任
を
負
う
編
集
方
針
を
反
映
し
て
い
た
。（
６
）
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
が
国
連
ル
ワ
ン
ダ
支
援
団
お
よ
び
そ
の
司
令
官

D
allaire

氏
を
攻
撃
す
る
放
送
を
行
お
う
と
し
た
際
、
被
告
人
が
介
入
し
、
放
送
を
停
止
さ
せ
）
82
（
た
。

【
上
訴
審
】
上
訴
裁
判
部
は
原
審
判
断
を
維
持
し
、
被
告
人
が
Ｒ
Ｔ
Ｌ
Ｍ
の
犯
罪
的
講
演
の
放
送
を
防
止
又
は
処
罰
す
る
能
力
を
有
し
て

い
た
と
認
め
）
83
（
た
。
な
お
、
弁
護
側
は
上
訴
趣
意
の
中
で
、
純
粋
な
民
間
の
文
脈
で
軍
の
指
揮
官
に
比
肩
す
る
権
限
を
欠
く
文
民
で
あ
っ
て

も
上
官
責
任
の
適
用
対
象
に
な
る
と
し
た
第
一
審
は
誤
り
で
あ
り
、「
公
権
力
に
類
似
し
た
極
め
て
強
力
な
法
的
又
は
事
実
上
の
権
力
」

を
有
す
る
文
民
指
導
者
の
み
が
上
官
責
任
の
主
体
た
る
べ
き
と
し
た
の
に
対
し
）
84
（
て
、
上
訴
裁
判
部
は
、
実
質
的
管
理
（
防
止
・
処
罰
能

力
）
を
有
す
れ
ば
文
民
も
上
官
責
任
の
主
体
た
り
え
、「
軍
の
指
揮
官
と
類
似
し
た
特
権
」
も
、「
公
権
力
に
類
似
し
た
『
極
め
て
強
力
な

権
力
』」
も
不
要
と
し
）
85
（
た
。

　
〈
事
例
９
〉
で
は
製
茶
工
場
、〈
事
例
10
〉
で
は
ラ
ジ
オ
局
と
い
う
、
一
見
す
る
と
通
常
の
企
業
の
長
が
、
従
業
員
の
犯
罪
に
つ
い
て
上
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官
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
元
々
は
軍
隊
と
い
う
重
大
な
危
険
源
と
の
関
係
で
発
展
し
て
き
た
上
官
責
任
を
、
あ
ら
ゆ
る
企
業

指
導
者
に
転
用
す
る
こ
と
に
は
、
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
上
記
事
例
で
は
、
従
業
員
の
解
雇
権
、
番
組
内
容
へ
の
介
入
権
限
あ
る
い

は
財
政
的
な
管
理
等
を
理
由
に
「
上
官
」
と
し
て
の
地
位
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
企
業
に
関
し
て
上
官
責
任
の
成
立
を
限
定
す
る

枠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
ば
給
与
の
支
払
い
と
い
う
「
財
政
に
対
す
る
管
理
」
を
有
し
て
い
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
企
業
指
導
者
に
対

し
て
上
官
責
任
が
適
用
可
能
と
な
る
可
能
性
さ
え
あ
）
86
（

る
。
し
か
し
、
こ
の
帰
結
は
妥
当
で
は
な
い
。
上
官
責
任
の
無
制
限
な
拡
大
を
防
ぐ

た
め
に
は
、
不
作
為
者
と
犯
罪
実
行
者
が
属
す
る
組
織
が
、
そ
の
活
動
上
、
中
核
犯
罪
を
発
生
さ
せ
る
類
型
的
・
潜
在
的
危
険
性
を
有
す

る
こ
と
と
い
う
、「
枠
」
を
設
定
す
る
こ
と
が
有
用
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
危
険
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
当
該
集
団
の
監
督
者
に

対
す
る
作
為
義
務
が
肯
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
い
わ
ゆ
る
文
民
の
上
官
責
任
を
定
め
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
（
ｂ
）
ⅱ
で
は
、
軍
の
指
揮
官
に
関
す
る
（
ａ
）
に
は
な
い
追

加
的
条
項
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
犯
罪
が
当
該
上
官
の
実
質
的
な
責
任
及
び
管
理
の
範
囲
内
に
あ
る
活
動
に
関
係
し
て
い
た
こ

と
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
上
官
責
任
の
成
立
範
囲
を
、
職
務
中
に
又
は
職
務
と
関
連
し
て
行
わ
れ
た
部
下
の

行
為
に
限
定
す
る
趣
旨
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
軍
の
指
揮
官
は
二
四
時
間
三
六
五
日
、
部
下
に
対
し
て
規
律
・
管
理
を

及
ぼ
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
一
方
、
軍
隊
以
外
の
組
織
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
厳
格
な
規
律
は
妥
当
せ
ず
、
上
官
の
監
督
が
要
請
さ
れ

る
範
囲
が
時
間
的
・
場
所
的
・
事
物
的
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
）
87
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
民
の
上
官
責
任
の
成
立
範
囲
が
、
そ
の
職

務
と
関
連
性
を
有
す
る
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
該
職
務
が
中
核
犯
罪
に
繫
が
り
う
る
危
険
性
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
追
加
的
条
項
が
存
在
す
る
以
上
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
企
業
の
長
が
従
業
員
に
対
し
て
、（
Ａ
）
犯
罪
の
防

止
処
罰
能
力
を
（
Ｂ
）
企
業
の
階
級
構
造
に
基
づ
き
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
実
質
的
管
理
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
直
ち
に
上
官
と

は
な
ら
ず
、
企
業
の
性
質
や
職
務
内
容
も
ま
た
、
検
討
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
官
責
任
の
成
立
範
囲
は
、
ア

ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
と
比
べ
て
限
定
的
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
妥
当
な
方
向
性
と
思
わ
れ
る
。
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具
体
的
事
案
と
の
関
係
で
み
る
と
、〈
事
例
９
〉
の
製
茶
工
場
事
例
で
は
、
従
業
員
が
工
場
所
有
の
車
両
や
制
服
を
使
用
し
た
と
い
う

事
情
は
あ
る
も
の
の
、
工
場
長
に
伴
っ
て
難
民
を
殺
害
す
る
こ
と
が
工
場
の
事
実
上
の
職
務
領
域
内
に
あ
っ
た
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
仮
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
枠
組
に
従
っ
た
場
合
に
は
、
上
官
責
任
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
他
方
、〈
事
例
10
〉
の
ラ
ジ

オ
局
事
例
で
は
、
他
民
族
の
排
除
を
扇
動
す
る
放
送
が
そ
の
事
実
上
の
職
務
領
域
内
に
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
の
判
断
に
あ

た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
放
送
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
ラ
ジ
オ
局
の
職
務
に
固
有
の
危
険
と
い
え
る
か
、
番
組
内
容
が
局
の
承
認
を
受
け
た

か
否
か
と
い
っ
た
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

五　

結　

論

　

本
稿
の
結
論
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
上
官
責
任
の
主
体
と
な
る
た
め
に
は
、（
Ａ
）
部
下
の
犯
罪
を
防
止
・

処
罰
す
る
現
実
の
能
力
と
い
う
意
味
で
の
実
質
的
管
理
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
上
官
と
部
下
と
の
間
の
命

令
・
服
従
関
係
が
重
要
な
事
情
た
り
う
る
。

　

防
止
・
処
罰
能
力
は
、（
Ｂ
）
組
織
的
階
級
構
造
に
基
づ
き
、
組
織
の
下
位
者
に
対
し
て
行
使
可
能
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
階
級
構
造
内
部
の
「
上
位
者
」
の
み
が
上
官
責
任
の
主
体
と
な
る
こ
と
を
示
し
、
対
等
地
位
間
に
お
け
る
上
官
責
任
の
適
用
を
排
除

す
る
機
能
を
有
す
る
。

　

上
官
責
任
に
お
け
る
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
は
、（
α
）
そ
の
第
一
次
的
な
適
用
対
象
た
る
軍
の
指
揮
官
が
部
下
の
監
督
を
国
際
法
上

義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、（
β
）
軍
隊
が
中
核
犯
罪
を
発
生
さ
せ
る
潜
在
的
危
険
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

軍
隊
の
指
揮
系
統
お
よ
び
階
級
構
造
ゆ
え
に
部
下
の
犯
罪
を
防
止
・
処
罰
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
者
が
作
為
義
務
を
負
う
と
い
う
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論
理
は
理
解
可
能
で
あ
り
、
軍
の
指
揮
官
に
関
し
て
は
（
Ａ
）（
Ｂ
）
の
判
断
枠
組
は
維
持
で
き
る
。

　

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
は
、
企
業
の
長
が
上
官
責
任
を
問
わ
れ
た
例
が
み
ら
れ
る
が
、
多
く
の
企
業
に
は
（
α
）（
β
）
の
い
ず
れ
の

事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
企
業
指
導
者
に
上
官
責
任
が
適
用
可
能
と
す
れ
ば
、
処
罰
範
囲
が
拡
大
し
す
ぎ
る
虞
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
上
官
責
任
の
適
用
範
囲
は
、
上
官
・
部
下
が
属
す
る
組
織
が
、
中
核
犯
罪
を
生
じ
さ
せ
る
潜
在
的
危
険
を
有
す
る
場
合
に
限

定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
組
織
」
の
性
質
や
活
動
内
容
も
ま
た
、
上
官
・
部
下
関
係
の
判
断
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
（
ｂ
）
ⅱ
で
は
、
そ
れ
ら
の
事
情
が
判
断
材
料
と
な
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）  

た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
七
条
一
項
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
を
参
照
。

（
2
）  

国
際
刑
法
上
の
関
与
形
態
に
関
し
て
は
、G

erhard W
erle/Florian Jeßberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl. 

（2016

）, Rn. 546 ff. 

が
詳
し

い
。

（
3
）  

こ
の
こ
と
は
、
上
官
責
任
を
初
め
て
法
典
化
し
た
第
一
追
加
議
定
書
の
注
釈
書
で
も
指
摘
さ
れ
る
。Jean de Preux, Protocol I ‒ Article 86, 

in: Yves Sandoz et al. 

（eds.

）, Com
m
entary on the A

dditional Protocols of 8 June 1977 to the G
eneva Conventions of 12  

August 1949 （1987

）, m
n. 3524

参
照
。

（
4
）  

永
福
誠
也
『
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
第
二
八
条
に
み
る
上
官
責
任
の
考
察
』（
内
外
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
は
「control

」
を
「
統
制
」
と
訳

出
す
る
一
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
の
日
本
語
公
定
訳
は
こ
れ
を
「
管
理
」
と
訳
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
差
し
当
た
り
後
者
に
従
う
。

（
5
）  

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
三
頁
。

（
6
）  

た
と
え
ば
、Yaël Ronen, Superior Responsibility of Civilians for International Crim

es Com
m
itted in Civilian Settings, Vanderbilt  

Journal of Transnational Law, vol. 43 （2010

）, pp. 335 et seq.; Thom
as W

eigend, Superior Responsibility: Com
plicity, O

m
ission 

or O
ver-Extension of the Crim

inal Law
?, in: Christoph Burchard et al. 

（eds.

）, The Review
 Conference and the Future of the 

International Crim
inal Court （2010

）, p. 73.

（
7
）  

な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
六
条
三
項
は
、
条
文
番
号
を
除
き
同
一
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
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（
8
）  M

ucić et al., ICTY （TC

）, Judgem
ent, IT -96 -21 -T, 16 N

ovem
ber 1998 （

以
下
、M

ucić et al. TC

）, para. 346.

（
9
）  

日
本
語
公
定
訳
で
は
「control

」
は
「
監
督
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
「
管
理
」
と
訳
し
て
お
く
。
条
文
・
判
決
文
の
訳

中
の
亀
甲
括
弧
・
強
調
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
10
）  Preux, supra note 3, m

n. 3555, note. 9. 

ま
た
、M

ucić et al. TC, para. 371 

も
参
照
。
も
っ
と
も
、「
占
領
地
の
指
揮
官
」
が
、
自
己

の
指
揮
系
統
下
の
部
下
と
は
い
え
な
い
者
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
上
官
責
任
を

0

0

0

0

0

問
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
あ
る
。
永
福
（
前
掲
注

（
4
））
一
四
七
頁
以
下
、Boris Burghardt, D

ie Vorgesetztenverantw
ortlichkeit im

 völkerrechtlichen Straftatsystem
 

（2008

）, S. 
181 ff. 

参
照
。

（
11
）  M

ucić et al. TC, para. 372 -376. 

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
戦
犯
裁
判
に
お
け
る
上
官
責
任
に
つ
き
、
永
福
（
前
掲
注
（
4
））
四
四
頁
以
下
、

W
illiam

 H
. Parks, Com

m
and Responsibility for W

ar Crim
es. M

ilitary Law
 Review, Vol. 62, pp. 1 et seq.

参
照
。

（
12
）  M

ucić et al. TC, paras. 377 -378.

（
13
）  Bem

ba, ICC （TC III
）, Judgm

ent pursuant to Article 74 of the Statute, ICC -01/05 -01/08 -3343, 21 M
arch 2016 （

以
下
、Bem

ba 
TC

）, paras. 176 -177.

（
14
）  Bem

ba, ICC （PTC II

）, D
ecision Pursuant to Article 61

（7

）（a

） and （b

） of the Rom
e Statute on the Charges of the Prosecutor 

Against Jean-Pierre Bem
ba G

om
bo, ICC -01/05 -01/08 -424, 15 June 2009 （

以
下
、Bem

ba PTC

）, para. 413, note 529 

も
参
照
。

（
15
）  Bem

ba TC, para. 181; Bem
ba PTC, paras. 412 -413. 

な
お
、para. 412

で
は
、
二
八
条
の
起
草
過
程
で
は
、「
管
理
」
以
外
の
追
加
的

文
言
は
「
不
要
で
あ
り
混
乱
を
生
じ
さ
せ
う
る
」
と
の
主
張
も
み
ら
れ
、「
一
部
の
立
法
者
は
こ
れ
ら
の
文
言
を
挿
入
す
る
こ
と
で
文
言
に
異
な

る
意
味
を
追
加
し
又
は
与
え
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）  Kai A

m
bos, Treatise on International Crim

inal Law, vol. 1 （2013

）, p. 210.

（
17
）  Bem

ba TC, para. 183; Bem
ba PTC, paras. 414 -415.

（
18
）  

な
お
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
上
、
当
局
に
対
し
て
通
報
を
行
う
能
力
で
あ
っ
て
も
処
罰
能
力
を
基
礎
づ
け
う
る
と
さ
れ
、
他
方
で
Ｉ
Ｃ

Ｃ
で
も
「
抑
止
」
懈
怠
に
は
「
処
罰
」
懈
怠
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。A

leksovski, ICTY 

（TC

）, Judgem
ent, IT -95 -14/1 -T, 25 June 

1999, para. 78; Bem
ba TC, paras. 202 et seq. 

等
を
参
照
。

（
19
）  Blaškić, ICTY 

（AC

）, Judgem
ent, IT -95 -14 -A, 29 July 2004 

（
以
下
、Blaškić AC

）, para. 69. 

ま
た
、Bem

ba TC, para. 188

も

参
照
。
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（
20
）  Bem

ba TC, para. 188

（
脚
注
省
略
。
番
号
は
便
宜
上
変
更
し
た
）.

ま
た
、Boas et al., Form

s of Responsibility in International 
Crim

inal Law, vol. 1 （2011

）, p. 199; G
uénaël M

ettraux, The Law
 of Com

m
and Responsibility （2009

）, pp. 164 et seq.

参
照
。

（
21
）  Bem

ba TC, para. 190

（
番
号
は
変
更
）. 

ま
た
、M

ettraux, supra note 20, pp. 168 et seq.

も
参
照
。

（
22
）  
命
令
・
服
従
関
係
の
詳
細
な
検
討
と
し
て
、M

ettraux, supra note 20, p. 157 

参
照
。

（
23
）  Blaškić, ICTY 

（TC

）, Judgem
ent, IT -95 -14 -T, 3 M

arch 2000

（
以
下
、Blaškić TC

）, paras. 400, 440, 495; Blaškić AC, para. 
339

参
照
。

（
24
）  Blaškić TC, paras. 460 -465.

（
25
）  Blaškić AC, para. 394.

（
26
）  Ibid., paras. 384 -385, 395 -397, 399, 400.

（
27
）  Ibid., paras. 386 -387, 390 -392, 397, 398, 400.

（
28
）  Ibid., para. 388.

（
29
）  H

adžihasanović and Kubura, ICTY （TC

）, Judgem
ent, IT -01 -47 -T, 15 M

arch 2006, paras. 843, 851 -853.

（
30
）  Ibid., paras. 849 -850.

（
31
）  H

adžihasanović and Kubura, ICTY （AC

）, Judgem
ent, IT -01 -47 -A, 22 April 2008, paras. 199 -200.

（
32
）  Ibid., paras. 209 -213.

（
33
）  Ibid., para. 217.

（
34
）  Ibid., paras. 219 -220.

（
35
）  Ibid., paras. 227 -230.

（
36
）  40th PC

の
目
的
は
、
Ｖ
Ｊ
構
成
員
の
権
利
を
本
国
で
保
持
さ
せ
つ
つ
Ｓ
Ｖ
Ｋ
に
出
向
さ
せ
る
一
方
、
Ｖ
Ｊ
の
紛
争
へ
の
関
与
を
隠
匿
し
、
国

際
社
会
か
ら
の
批
判
を
躱
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。Perisić, ICTY 

（TC I

）, Judgem
ent, IT -04 -81 -T, 6 Septem

ber 2011, para. 
787.

（
37
）  Ibid., paras. 1757 -1769.

（
38
）  Perisić, ICTY （AC

）, Judgem
ent, IT -04 -81 -A, 28 February 2013, paras. 99 -101.

（
39
）  Ibid., paras. 102 -106.
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（
40
）  Ibid., paras. 109 -110. 

な
お
、
犯
罪
実
行
後
に
処
罰
能
力
を
得
た
者
が
、
過
去
に
犯
罪
を
行
っ
た
部
下
を
処
罰
し
な
か
っ
た
場
合
に
上
官
責

任
が
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。
永
福
（
前
掲
注
（
4
））
一
〇
一
頁
以
下
、Barrie Sander, U

nravelling the Confusion 
Concerning Successor Superior Responsibility in the ICTY Jurisprudence, Leiden Journal of International Law, vol. 23 （2010

）, 
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